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今週の内容

• 財政統計（データ編）

– 財務省「パンフレット：日本の財政を考える 平成20年9

月」
• http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014.htm

– 財務省「財政データ集」– 財務省「財政データ集」
• http://www.mof.go.jp/zaisei/con_07.html

– 財務省「予算・決算」
• http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/syukei.htm

– 国家戦略室
• http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/index.html

– 等を参考に現代日本の財政データについて紹介
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今週の内容

• 財政の基本方針について

• 平成20年度予算概要

• 平成21年度予算における経済対策と中期目
標標

• 財政再建案

– 社会保険

– 大学教育
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財政の基本方針について
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財政の基本方針について

• ２００１年以降の日本財政の基本方針
– 中期的な財政健全化の目標を設定し、各分野における歳
出抑制努力を行いつつ、毎年度の予算編成を行う

• 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関
する基本方針（基本方針2001）」
– 財政再建の中期目標を基礎的財政収支の黒字化に設定– 財政再建の中期目標を基礎的財政収支の黒字化に設定

• 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002（基
本方針2002）」
– 財政健全化の目標として、2010年代初頭に国と地方を合
わせた基礎的財政収支の黒字化を目指す

• 「構造改革と経済財政の中期展望（改革と展望）」
– 政府の大きさ（一般政府の支出規模のGDP比）が2006年
度までの間、2002年度の水準を上回らない程度とする
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財政の基本方針について

• 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（基本方針2006）
」
– 2011年度には国・地方の基礎的財政収支を黒字化する
– 基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、 2010年代半ばに向けて債
務残高GDP比の安定的な引下げを確保する

– 基礎的財政収支黒字化の達成に向けて、2007年度以降５年間の歳出
改革の内容を示し、その改革の内容を計画的に実施する

– 歳出削減を行ってなお、基礎的財政収支を黒字化するために必要とな– 歳出削減を行ってなお、基礎的財政収支を黒字化するために必要とな
る額に満たない部分については、歳入改革による増収措置での対応を
基本とする

• 「経済財政改革の基本方針2007（基本方針2007）」
– 歳出・歳入一体改革の実現に向けた主要歳出分野の制度改革等の道
筋やその取組を示した。

• 入札・契約制度改革の推進、コスト縮減などを通じた公共投資改革、「医療・介
護サービスの質向上・効率化プログラム」等の推進等を通じた社会保障改革、
地域の民間給与のより一層の反映等を通じた公務員人件費改革等
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財政の基本方針について

• 「経済財政改革の基本方針2008（基本方針2008）」
– 日本経済の成長を強化するとともに、豊かで安心できる国
民生活を実現するため、経済財政改革の道筋を示す

– ４つの課題
• 1.包括的な成長戦略によって、世界の中で生き生きと活躍する日
本経済の姿をつくる。

• 2.地球環境と両立する経済の姿をつくる。• 2.地球環境と両立する経済の姿をつくる。
• 3.生活の根底を支えるセーフティネット（安全網）を全面的に点検し
直し、透き間のない社会保障制度をつくる。

• 4.政策全般にわたって、政策の受け手の立場に立って取り組むこと
、すなわち、生活者・消費者が主役の政府をつくる。

– 改革の３つの視点
• １．世界に開かれた経済システムの構築
• ２．政策の受け手の立場に立った制度改革
• ３．未来への責任
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財政の基本方針について

• 「経済財政改革の基本方針2009」
– ①活力：当面及び構造的な「経済の危機」を克服

• 「経済危機対策」等に基づき、我が国経済の当面の「底割れ
」の防止と、確実な底入れ・反転を実現

• 金融危機後の世界経済を見通し、産業構造・雇用構造を大
きく転換することにより、新たな持続的成長へ移行

– ②安心：少子高齢化、格差の拡大傾向等の「社会の– ②安心：少子高齢化、格差の拡大傾向等の「社会の
危機」を克服

• 社会保障制度や行政への信頼を回復・強化
• 「雇用を軸とした安心社会」を実現

– ③責任： 「短期は大胆、中期は責任」との観点から、財
政健全化を推進

• 経済成長や社会保障制度を持続可能なものとするため、新
たな財政健全化目標を掲げ、中長期的な取組姿勢を明確化
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財政の基本方針について

• 内閣官房国家戦略室「予算編成のあり方に関する検討会」
– 「新政権においては、国民主権のもとで、納税者の視点に立った予算
編成を行い、予算の効率性を高めていきます。そのために、以下の「４
つの改革の柱」を定め、可能なものは22年度予算編成から、速やかに
実行に移してまいります。」

– 【第１の柱】複数年度を視野に入れた、トップダウン型の予算編成
• 新政権は、従来のような、各省別の要求積み上げ型の予算編成プロセスを抜
本的に改める。本的に改める。

• トップダウンで省庁横断的な予算編成を行い、官僚主導・縦割り行政の弊害を
排除する。

• 中長期的視野に立った複数年度の財政計画を策定し、規律ある財政運営を行
う。

– 【第２の柱】予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化
• これまで、予算編成の実態は国民の目から見えにくく、どの予算がどのように
決まったのか、また、どのように使われたのかが分かりにくい、いわば密室での
作業であった。

• 新政権においては、インターネットなどを活用して予算編成・執行プロセスを透
明化・可視化し、国民への情報開示を強化する。これにより、国民自身の目で
ムダをチェックできるようにする。
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財政の基本方針について

• 内閣官房国家戦略室「予算編成のあり方に関する検討会」
– 【第３の柱】年度末の使い切り等、ムダな予算執行の排除

• 予算を毎年度編成し国会で議決する単年度原則は、憲法上の重要なルールで
はあるが、予算執行の現場では、予算を年度末に無理やり使い切るといったム
ダが生じているとの指摘がある。

• 財政規律を維持しつつ、同時に使い切り等のムダを排除するため、次年度へ
の繰越制度の一層の活用など、政府において最大限の工夫・改善を行うととも
に、これに対応するための体制整備を行う。

– 【第４の柱】 「政策達成目標明示制度」の導入により、国民に対する成– 【第４の柱】 「政策達成目標明示制度」の導入により、国民に対する成
果を重視

• 英国の「公的サービス合意」制度を参考とした、「政策達成目標明示制度」を導
入する。

• どのような政策を行うかではなく、その政策が国民に何をもたらしてくれるのか
、具体的な「成果」を重視した目標を立てる。目標の達成度はしっかりと客観的
に検証する。

• これにより、国民への説明責任を十全に果たすとともに、より少ない予算で、よ
り高い目標を達成するよう努力する。

• 政策評価の実施にあたっては、民間のノウハウも積極的に活用していく。
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財政の基本方針について

• 田中(2009)「予算編成プロセス－中期財政フレームと
政策評価－」
– http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/dai1/siryou1

.pdf

• ９０年代に入り、予算編成プロセスと財政赤字の関係を
明らかにする実証的な研究が進展～ von Hagen(1992), 
Alesina and Perotti(1996) etc
明らかにする実証的な研究が進展～ von Hagen(1992), 
Alesina and Perotti(1996) etc

• 以下の要因によって財政赤字が拡大する
– 財務大臣と支出大臣の関係が「階層的」ではなく「並列的」
– 予算編成の制約条件がない
– 予算編成の透明性が低い
– 議会で予算修正が可能
– 単独政権よりは連立政権
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平成20年度予算概要
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一般会計予算における歳入のうち、約３割は将来世代の負担（公債金収入）



平成20年度予算概要
毎月の家計の支出額を財政支出の割合で置き換えると以下のようになる
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平成20年度予算概要
一般会計における歳入と歳出には大きな差がある
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平成20年度予算概要
平成20年度末の公債残高は553兆円に上り、税収約10年分に相当する
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平成20年度予算概要
財政収支の国際比較（対GDP比）：2008年まで収支は改善傾向にあった
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平成20年度予算概要
債務残高の国際比較（対GDP比）：他の主要先進国は90年代後半に
財政を健全化、日本は急速に悪化中
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平成20年度予算概要
純債務残高の国際比較（対GDP比）：純債務で見ても､債務残高の
対GDP比が主要先進国でひときわ厳しい水準
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平成20年度予算概要
国と地方の借金（長期債務残高）は、家計の金融資産の約半分に達する
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平成20年度予算概要
政府の総支出の対GDP比はOECD諸国中もっとも低いレベル
「小さい政府」の代表とされるアメリカよりも小さく、日本よりも小さい
のは韓国・スイス・オーストラリアの3カ国のみ
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平成20年度予算概要
政府の租税収入の対GDP比もOECD諸国中もっとも低いレベル
他方、日本よりも総支出の対GDP比率の小さい韓国・スイス・
オーストラリアは税収で日本を上回る（年度は違うが・・・）
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平成20年度予算概要
政府の財政収支の対GDP比もOECD諸国中低いレベル
韓国・スイス・オーストラリアの財政改善状況は日本よりもよい
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平成20年度予算概要
国民負担率による国際比較：社会保障負担を含めた国民負担率
で比較しても、主要先進国と比べて最も低い水準にある
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平成20年度予算概要
世代毎の生涯を通じた受益と負担：現行制度を維持した場合、
若い世代ほど負担超過が拡大すると推計されている
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平成20年度予算概要

歳出面での取り組み例 歳入面での取り組み例

アメリカ 歳出上限(cap)の設定
pay-as-you-go(財源無くして増税無しの原則）
国防費や社会保障費の削減

所得税、法人税、遺産税等の増税
社会保険料の増額

イギリス 3年間の公共支出の伸率上限の設定や民営化等の推進によ
る歳出削減
財政規律の強化（公的部門の借入は投資目的に限定）

付加価値税、個別間接税の増税

ドイツ 新規措置は同等の既存措置の削減を条件とする原則の導入 付加価値税、連帯付加税、環境関連税

主要先進国の財政健全化に向けた取組
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ドイツ 新規措置は同等の既存措置の削減を条件とする原則の導入
社会保障費の抑制などによる歳出抑制

付加価値税、連帯付加税、環境関連税
などの増税

フランス 歳出心率を物価上昇率以下に抑制するとの方針の下、国防
費、公務員給与などを抑制
社会保障費の抑制

一般社会税、付加価値税、法人税付加
税などの増税

イタリア 新規歳出要求にあたっての財源確保義務の徹底
社会保障費の抑制や財政再建に伴う利払い費の削減など

付加価値税、法人税などの増税
社会保険料の引き上げなど
脱税取締強化

カナダ 優先度の低い施策を削減・廃止し、より優先度の高い施策に
財源を振り向ける取り氷見を徹底
州への連邦交付金制度の見直し、社会保障費の抑制

法人税などの増税
社会保険料の引き上げ等



平成20年度予算概要

フロー ストック

アメリカ 2012年度までに連邦政府の財政収支均衡
（国債残高の増加ゼロに相当）

－

EU １・中期的な財政運営目標：財政収支（SNAベース）の均衡ま
たは黒字（ドイツは2010年度、フランスは2011～2012年度、イ
タリアは2011年度を目標）

「過剰財政赤字」の是正手続き適用基
準：債務残高対GDP比60%（日本の現
状：国・地方合計GDP比148%)

諸外国の財政健全化目標
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２・「過剰財政赤字」の是正手続きを適用 基準：財政収支
（SNAベース）対GDP比▲３％

イギリス 「ゴールデン・ルール」：借入を投資目的に限定
（日本の「特例公債脱却」に相当）

「サスティナビリティ・ルール」：公的部
門の純債務残高対GDP比40%以下
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平成21年度予算における経済対策と中期目標
• 2009年度予算では、世界的不況への対応として、事業規模75兆円
程度（うち財政措置12兆円程度）の景気対策を実施
– ○安心実現のための緊急総合対策１１．５兆円程度

• 第一次補正予算(10 月16 日成立) １．８兆円
• 緊急保証・貸付、防災・耐震対策等

– ○生活対策（10 月30 日決定） ２６．９兆円程度
• 定額給付金、緊急保証・貸付、高速道路料金引下げ
• 地域活性化・生活対策臨時交付金、医療・介護・福祉対策等

– ○生活防衛のための緊急対策（12 月19 日決定）
• ①財政上の対応１０兆円程度

– 雇用対策（年末対策［住宅・生活支援等］） １．１兆円程度
– ・雇用創出等のための地方交付税増額１兆円
– ・経済緊急対応予備費の新設１兆円
– ・税制改正（減税措置［住宅減税等］）(平年度) １．１兆円程度
– ・「生活対策」の実現（上記の財政措置）６兆円程度

• ②金融面での対応３３兆円程度
– 金融機能強化法に基づく政府の資本参加枠拡大１０兆円
– 銀行等保有株式取得機構の活用・強化２０兆円
– 政策金融の「危機対応業務」発動・拡充３兆円
– 住宅・不動産市場対策０．２兆円程度

– 合計（重複を除く） ７５兆円程度
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平成21年度予算における経済対策と中期目標
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平成21年度予算における経済対策と中期目標
• 主要先進国における景気対策

– ①アメリカ
• 本年２月、「米国再生・再投資法」が成立し、平成31年度（2019年度）までの10
年間で約7,870億ドル（約75.6兆円）の景気対策を講ずることとされた。このうち
、歳出措置が約4,990億ドル（約47.9兆円）、減税措置が約2,880億ドル（約27.6
兆円）となっている。

– ②イギリス
• 昨年11月及び本年４月、平成21年度（2009年度）までの総額約200億ポンド（約

3.1兆円）超の景気対策が発表され、これまでの財政規律（ゴールデン・ルール
、サステナビリティ・ルール）は一時的に逸脱するとしている。

– ③フランス– ③フランス
• 昨年12月に「フランス経済刺激プラン」、本年２月に雇用・中低所得者対策が発
表され、平成21年（2009年）及び平成22年（2010年）の２年間で総額約291億ユ
ーロ（約39兆円）規模の措置を講ずることとされた。景気後退と景気対策による
財政措置に伴い、平成24年度（2012年度）の一般政府の財政収支対ＧＤＰ比の
見通しをこれまでの0.0％から▲2.9％に下方修正している。

– ④ドイツ
• 昨年11月に「成長強化による雇用確保」、本年１月に「雇用と安定のための約
束」と題する景気対策が発表され、平成21年（2009年）及び平成22年（2010年）
の２年間で総額約800億ユーロ（約10.6兆円）規模の措置を講ずることとされた
。景気後退と景気対策による財政措置に伴い、平成22年（2010年）の一般政府
の財政収支対ＧＤＰ比の見通しをこれまでの0.5％から▲４％に下方修正してい
る。
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• プライマリー・バランス黒字化目標の先送り

– 昨今の経済・金融情勢の悪化に伴う税収減等によ
り、プライマリー・バランスは悪化し、｢経済財政の
中長期方針と10年展望比較試算｣では、平成20年
度（2008年度）は▲3.4％程度、平成21年度（2009

平成21年度予算における経済対策と中期目標

度（2008年度）は▲3.4％程度、平成21年度（2009

年度）は▲4.2％程度となると見込んでいたが、そ

の後の経済情勢の悪化に伴う税収減、更には平
成21年度（2009年度）補正予算の実施により、
▲4.2％よりも一層悪化するのは確実であり、現行

のプライマリー・バランスの黒字化目標の達成は
困難と言わざるを得ない。
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平成21年度予算における経済対策と中期目標

• 「持続可能な社会保障構築とその安定財源確
保に向けた『中期プログラム』」（2008年12月24
日）
– 給付に見合った負担という視点及び国民が広く受
益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平
に分かち合う観点から、消費税を主要な財源とし
て確保する。

– 国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給
付及び少子化対策に要する公費負担の費用につ
いては、その全額を国・地方の安定財源によって
賄うことを理想とし、目的とする。
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平成21年度予算における経済対策と中期目標

• 税制抜本改革の基本的方向性

– 消費税

• 全税収を確立・制度化した年金、医療及び介護の社会保障
給付及び少子化対策の費用に充てることにより、消費税収
はすべて国民に還元し、官の肥大化には使わない

– 個人所得課税

• 格差の是正や所得再分配機能の回復の観点から、各種控
除や税率構造を見直す

– 法人課税

• 国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、
課税ベースの拡大とともに、法人実効税率の引下げを検討

2009年11月9日 経済統計b：第5回 35



今週の内容

• 財政の基本方針について

• 平成20年度予算概要

• 平成21年度予算における経済対策と中期目
標標

• 財政再建に関連した政策

– 社会保険の目的別税方式導入

– 国立大学の改革
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社会保険の目的別税方式導入
社会保障給付費の推移：急速な人口の高齢化に伴い、社会保障の給付
と負担が増大。
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社会保険の目的別税方式導入
高齢者世帯の経済状況は平均的には、他の年齢層と比べても特に厳しい
わけではない。貯蓄・資産は高齢者世帯がはるかに大きい。
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社会保険の目的別税方式導入

• 八代・鈴木「社会保障財源としての目的消費税の活用」
– 社会保障改革最大の争点
– １・給付と負担との均衡をどの様にして維持するか。

• 社会保険が特別会計として一般会計から独立していのは、「給付は多
く、負担は少なく」という政治的要求を排除し、負担と給付との均衡を維
持するため

• それにも関わらず、「社会保険料だけでは負担に限界」というような曖
昧な論理で、一般財源からの税の投入がなし崩し的に増えている
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•
昧な論理で、一般財源からの税の投入がなし崩し的に増えている

– ２００９年度には基礎年金への国庫負担比率が従来の３分の１から２分の１へ
と引き上げられた

– ２・世代間の公平性
• 給付と負担の不均衡について、政治的にもっとも安易な解決策は、後
代世代への負担の先送りである。「世代間の助け合い」は「公平な助け
合い」でなければならない

– ３・世代内の負担と給付の公平性
• 被用者の保険料は天引きでほぼ確実に徴収されるが、それ以外の国
民年金の納付率が低下している



社会保険の目的別税方式導入

• 目的別消費税
• 現行の年金保険料は社会保険庁所轄の「目的税」と実質
的に同じであり、行政組織の縄張り問題は社会保険制度
の本質ではない。米国の年金制度のように税金と一括して
保険料を徴収するほうが行政コストと手続き上の負担が軽
くなる
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くなる

• 目的別消費税の導入による「税方式」は、一般財源を用い
た年期給付による「税方式」とは異なり、現行の「社会保険
方式」の欠点を補い、それを維持可能にする「新社会保険
方式」と呼べる

• 社会保険料に代わる目的別消費税は、保険料未納付問題
の究極的な解決策となるだけではなく、同一世代内の負担
と給付の公平性を改善すると共に、年金制度の持続性にと
って最も重要な世代間格差の是正にも貢献する



社会保険の目的別税方式導入
• 八代・鈴木による基礎年金を目的別消費税と
した場合の試算
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社会保険の目的別税方式導入
• 八代・鈴木による医療保険を目的別消費税と
した場合の試算
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社会保険の目的別税方式導入

• 「1990年代以降の低成長期には、『貧しい高齢者を豊かな勤
労世代が扶養することが世代間の公平性』という論理はもは
や成り立たない。」

• 「年金給付を抑制すれば貧しい高齢者が生活できなく
なると言われるが、その生活保障は、後代世代だけで
はなく、同世代の高齢層の責任でもある。年金所得へ
の課税を強化し、それを最低保障年金に充当すると共
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の課税を強化し、それを最低保障年金に充当すると共
に、豊かな高齢者ほど多くの負担をする年金目的消費
税も、高齢世代内の所得再分配に一役を果たすことが
できる。」

• 「働き方の異なる世帯間の格差の是正にも結びつける
ことができ、個人として保険料を負担しない専業主婦の
労働抑制効果等の労働市場への悪影響も解消に向か
う」



国立大学の改革
• 遠山プラン（平成１３年文部科学省）

– 国立大学に民間的発想の経営手法＝国立大学の法人化、大学外部評価の義
務付け（平成１６年より施行）

– 国立大学の数の大幅な削減を目指す、国公私「トップ30」を世界最高水準に育
成

• 国立大学法人化（第Ⅰ期平成１６～２１年度）
• 第三者評価を通じて、競争的環境を醸成し、教育研究の質を向上
• 業務の効率化→ 独立行政法人同様に効率化係数▲１％
• 自己収入の増加のインセンティブの付与、学生納付金（授業料等）の一定程度の自由化
• 情報公開による説明責任の確保

– 骨太の方針２００６ （平成１８年閣議決定）– 骨太の方針２００６ （平成１８年閣議決定）
• 国立大学運営費交付金について、効率化ルールを徹底し、各年度の予算額を名目値で
対前年度比▲１％（年率）とする

– 骨太の方針２００７ （平成１９年閣議決定）：
• 文部科学省は、国立大学法人運営費交付金については、次期中期目標・計画（平成２２
年度～）に向け、各大学の努力と成果を踏まえたものとなるよう、新たな配分の在り方の
具体的検討に早期に着手し、平成１９年度内を目途に見直しの方向性を明らかにする。

• 文部科学省は、運営費交付金の配分については、①教育・研究面、②大学改革等への取
組の視点に基づく評価に基づき適切な配分を実現する。その際、国立大学法人評価の結
果を活用する。

• 国立大学法人第Ⅱ期（平成２２～２７年度） ・・・次の６年間の方向性を年末
までに実質決定
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国立大学の改革
若者人口は平成に入ってからのピーク時の３分の２に減少。
規制緩和により大学の新設が大幅に認められ、大学数は増加
日本の大卒者割合は先進国でトップクラスである
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国立大学の改革
推薦・AO入試の増加により、「中学生レベルの学力」の大学生が増加
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国立大学の改革
企業が求める能力と大学が養成している人材には乖離が見られる
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国立大学の改革
トムソン・ロイターによる「世界大学ランキング」では、上位20位以内の評価
を受けた日本の大学は東京大学のみ
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国立大学の改革
第１期の各国立大学法人の評価結果には、ほとんど差異が見られない
大学評価・学位授与機構の評価委員会の8割（30名中24名）が大学関係者
評価が定性的なものとなっており、客観性に欠ける
中期目標を具体的な内容とし、客観的に評価可能なものとする事が必要
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国立大学の改革
運営費交付金約1.2兆円のうち、約0.1兆円は「特別教育研究経費」として、優れた教育
研究に競争的に配分されることとなっている。しかし、特別教育研究経費と基礎的な運
営費交付金の配分シェアはそれほど大きく違わない
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国立大学の改革
大学の規模、財務状況等にかかわらず、授業料は全大学、全学部でほぼ同じ
文部科学省が省令において授業料標準額（535,800円）を定めており、１２０％（上限額）の
範囲内で、各大学法人が独自に設定できる。
しかし、８６大学のうち標準額と異なる授業料の額を設定しているのは５大学のみ
コストの高い理工学系、医学・薬学系でも同一の授業料となっている
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国立大学の改革
• 今後の議論の方向性

– 運営費交付金を機械的・一律に配付するよりも、各大学が自ら
質を高める取組を促すため、引き続き運営費交付金の削減を行
い、できる限り、教育は授業料、研究は科学研究費補助金等の
競争的な資金で賄うことを目指すべきではないか。

– そのために、欧米の例にならって、教育・研究に会計を分離して
、公費を投入すべきではないか。

– 例えば同一都道府県内に教員養成課程（教育学部）等を始め、
同様の学部を有する複数の国立大学や公立大学が多く見られ
る。重点的な資金配分、あるいは地域活性化のため、それぞれ
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同様の学部を有する複数の国立大学や公立大学が多く見られ
る。重点的な資金配分、あるいは地域活性化のため、それぞれ
の目的に応じて国立大学法人の再編・統合を推進すべきではな
いか

– その中で、我が国の成長力・国際競争力を高めるため、国立大
学法人として今後ともトップレベルの教育研究を行わせる大学と
して、どの程度の数の大学を想定するのか、国・地方公共団体
の役割分担の観点を含めて、検討すべきではないか。

• これらの点について、文部科学省は納税者の観点も踏まえ
て、早急に議論を進め、結論を出すべきである。



次週の内容

• テキスト11章「金融統計」
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